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日本国憲法 教育基本法 学校教育目標 小中一貫ブロック　9年間で育てる子ども像

学校教育法 学習指導要領 ○つながりを大切にし、自他を思いやった言動のとれる子ども

自立 ○目標達成に向けて、自信をもって主体的にチャレンジできる子ども

横浜教育ビジョン2030

自らから学び　社会とつながり　ともに未来を創る人 共生 社会に開かれた教育課程　地域・保護者からの願い　地域との連携

知 生きて働く知 徳 豊かな心 ○笹下中学校ブロック学校運営協議会

体 健やかな体 公 公共心と社会参画 創造 ○ＰＴＡ ○学校・家庭・地域連絡協議会

開 未来を開く志 ○地域　区役所、青少年指導員

目指す生徒像

・夢や目標を持ち努力を積み重ねる

　ことのできる生徒

・自他を大切にし、豊かな人間

　関係が作れる生徒

・教育公務員としての使命感を持ち、組織的、協働 ・心身の健康に努め、社会に

　貢献のできる生徒

A A

Ｐ ・教科横断的に育成を目指す資質・能力

教育課程全体で育成を目指す資質・能力 ・9年間で育てる子どもの姿

・夢や目標を持ち、主体的にチャレンジする姿勢〈自分づくりに関する〉 ・資質能力の3つの柱 「知識及び技能」

・豊かなコミュニケーションで人とつながる力〈言語能力〉　 「思考力、判断力、表現力」 「学びに向かう姿勢」

・協働して、社会に貢献する力〈持続可能な社会を創る力〉 ・社会に開かれた教育課程

Ｐ
中期学校経営方針 ① 生徒一人ひとりの個性を認め合い、誰もが安心して過ごし、互いに高め合える学級・授業・行事・部活動を実践します。

② 深い学びができる授業づくりや改善を行い、主体的に学習に取り組む態度を育てます。 ③ 深い学びができる授業づくりや改善を行い、主体的に学習に取り組む態度を育てます。

④ 個に応じた特別な支援を支援計画に基づいて、チームで取り組みます。 ⑤ 仲間と協働しながら、特別活動を通して、生徒の自治能力を高めます。

⑥ 小中の連携を深めて、学級活動、生徒会活動、地域活動に積極的に参加をし、社会に貢献する力を育てます。

Ａ 重点取り組み分野・具体的な取り組み ① 日ごろから生徒との会話を大切にし、その生徒の良さや課題を見取り、成長につながる支援をしていく。　 A
② 生徒の成長につながる情報共有と支援を行う。 ③ 教職員自ら学び、生徒の主体的な取り組みを伸ばす授業改善を行う。

⑤生徒の成長をねらい、生徒が決定・実行する特別活動の実践を行う。

Ｄ
いじめへの対応

道徳・人権教育の推進 個々の特性に応じた キャリア教育の充実 未然防止の教育活動 課題への組織的対応

生徒に寄り添う指導 計画的な健康指導 主体的な進路決定 いじめ・差別を許さ 人権・特別支援・教科

学校行事・特別活動で 言語活動の充実 チームによる対応 地域関係機関と連携 自己肯定感の育成

生徒の自治活動の充実 支援教室の運営改善 HP・学校だより 相談活動・調査活動 小中での共同研修

S.C．ＳＳＷ関係機関 メンターチーム活動

早期発見早期対応 働き方改革

グループ目標 グループ目標 グループ目標 グループ目標 グループ目標 グループ目標 グループ目標 グループ目標 グループ目標

学校評価

学習状況調査分析、生徒授業評価、心のアンケート、教職員による内部評価・反省、保護者による学校評価

振り返り　各教科部会　各領域部会　各学年会(何が身についたか）　笹下中学校ブロック学校運営協議会（社会との連携）

生きて働く知（授業改善）豊かな心（人権教育） 健やかな体（健康教育） 地域学校協働活動 人材育成・組織運営（働き方）特別支援教育 生活指導

保健体育科 教務(小中一貫地域連携)

学習指導部 個別支援級 生活指導部

教務部（研究） 特別支援教育推進委員会

　的に職務の遂行する教師 ・教職員が最大の教育環境であること自覚し、生徒の成長に貢献できる

・教職員の協働体制が確立しやりがいがある。・ワークライフバランスがとれ、健康的に働ける職場環境

地域にとって開かれ親しみの持てる学校　　・地域の思いを受け止め、協働的に教育を進める。

・ワークライフバランスがとれ、心身が健康である。

　にし、保護者・地域と連携できる教師 保護者が通わせたくなる学校　　・子どもが喜んで通い成長がみられる。

・向上心を持ち、自己研鑽し、指導改善に努める教師 ・教職員が子どもを大切にし、信頼ができる。・学校の教育活動に共感ができ、協働的に活動できる。

教職員にとって働きがいのある学校（自分の子どもを通わせたい学校）

　　自ら学び、　　(知徳体）

　　互いを支えあい、(徳公）

       未来を創る笹中生　(公開）

目指す教師像 目指す学校像

・生徒の成長を第一と努力する教師 生徒が通いたくなる学校　・自分が大切にされ、成長ができる。

自分づくり仲間づくり教育

校外学習・体験学習決まりの考え方

計画・支援

との連携

基礎基本の定着

個に応じた学習

学びあいの確保

評価研究

授業改善 放課後学び場

・人権感覚を持ち、ひとり一人の生徒の思いを大切

・子どもと地域の方が気軽に挨拶できるような関係・地域の行事や災害時に地域に協力できる中学生の存在。

・安心して過ごせる学級、授業、行事、部活動で豊かな人間関係が作れる。

部活動ガイドライン遵守

地域行事への主体的

参加（ボランティア）

地域学校協働本部

総合学習（SDGｓ

交通安全・防犯指導

心の健康への取組自治意識の構築

報告連絡相談 ない体制づくり

の実施規律意識の確立

保健指導

の視点に立つ学習

④特別な支援の必要な生徒へ、組織的・継続的な取り組みを行う。

研修の充実

学校経営計画(教育課程）

保健安全指導部 特活指導部（生徒会）

深い生徒理解

相談活動の充実

体育的学校行事

衛生委員会人権教育推進委員会

生活指導部学習指導部（総合学活）

いじめ防止対策委員会

教務部、各種研修

特別委員会（体育祭合唱コン）

特活指導部・道徳

地域行事の連携を深め

地域と生徒の活動を共

有しボランティア活動

の連携も深めていく。

個性を尊重し、人との

つながりを大切にする

気持ちを育成する。

教育相談やアンケート

を活用し教職員のいじ

めに対する意識と理解

を高め積極的に認知し

学校全体で対応する。

ミドルリーダーを中心に

経験の浅い職員の育成を

図る。ICT等の活用によ

り、職員の働き方を考え

改善する。

校外学習等の体験を通

して、人とのつながり

を大切にした集団作り

を行う。

校内授業研などを通し

授業評価をもとに授業

改善を行う。教科の枠

を超えて意見交換でき

る体制を整える。

個別最適な学びの場の

検討・設定をし、支援

を要する生徒や指導法

について理解・情報共

有をする。

深い生徒理解と職員の

共通理解を図るために

情報を密に共有する。

健康と安全を守るため

に器具や活動場所の安

全点検を常に行う。

C


